
 

議第２１号 

   地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部    

   を改正する条例の制定について 

 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

   地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部    

   を改正する条例 

地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年呉市条

例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

   付 則    付 則 

第１４条 暫定再任用職員（次項に規定す

る職員を除く。以下この項，第３項及び

第５項において同じ。）の給料月額は，

当該暫定再任用職員が新給与条例第３条

第３項に規定する定年前再任用短時間勤

務職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）であるものとした場合

に適用される新給与条例第３条第１項に

規定する給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち，同条第３項に規定する当該暫定再任

用職員の属する職務の級に応じたものと

する。 

第１４条 暫定再任用職員（次項に規定す

る職員を除く。以下この項，第３項及び

第５項において同じ。）の給料月額は，

当該暫定再任用職員が新給与条例第３条

第３項に規定する定年前再任用短時間勤

務職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）であるものとした場合

に適用される新給与条例第３条第１項に

規定する給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち，同条第３項に規定する当該暫定再任

用職員の属する職務の級に応じたものと

する。ただし，当分の間，教育職給料表

の適用を受ける暫定再任用職員（新条例

第８条第３項の規定による特定管理監督

職群に属する管理監督職を占める職員を

除く。）については，教育職給料表２級

１３７号給の給料月額に１００分の７０

を乗じて得た額（当該額に，５０円未満

の端数が生じたときはこれを切り捨て，

５０円以上１００円未満の端数が生じた

ときはこれを１００円に切り上げるもの

とする。）とする。 

２～５ 略 ２～５ 略 

   付 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 



 

（提案理由） 

 広島県に準じ，教育職の暫定再任用職員について給料月額の改定を行うため，こ

の条例案を提出する。 

 


